
東浦町事業用燃料電池自動車トラック導入費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町内において次世代自動車の普及を図り、地球温暖化の主な要

因である温室効果ガスの排出削減に寄与するため、燃料電池自動車トラックを導入

する事業者に対し交付する東浦町事業用燃料電池自動車トラック導入費補助金（以

下「補助金」という。）に関し、東浦町補助金等交付規則（昭和 52年東浦町規則第

５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）燃料電池自動車トラック 電気を動力源とし、かつ、動力源とする電気を水素

と酸素を化学反応させて作る自動車であって、貨物自動車及び貨物自動車を通常

車両とする特種用途自動車（当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車の用途

が特種と記載されているものをいう。）をいう。 

（２）自動車リース事業者 借受人を自動車の使用者として行う自動車の貸渡しを業

とする者をいう。 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助対象事業者」という。）は、次

の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）燃料電池自動車トラックを購入する事業者又は４年（積載量２トン以下のもの

にあっては３年）以上のリース契約により燃料電池自動車トラックを事業者に貸

与する自動車リース事業者であること。 

（２）導入する燃料電池自動車トラックは、初めて道路運送車両法第４条の規定によ

り自動車登録ファイルに登録を受ける自動車であること。 

（３）自らの事業に使用する目的で燃料電池自動車トラックを導入する事業者である

こと。ただし、自動車販売会社が導入する場合は、展示車、試乗車その他販売活

動の促進の目的で使用されるものではないこと。 

（４）導入する燃料電池自動車トラックが補助対象事業者（自動車リース事業者にあ

っては、燃料電池自動車トラックのリースを受ける事業者）の自社製品でないこ

と。 

（５）導入する燃料電池自動車トラックの自動車検査証に所有者及び使用者であるこ

とが記載されること。ただし、リース契約の場合は、自動車検査証上の所有者は、

原則自動車リース事業者であり、使用者は当該車両のリースを受ける事業者であ

ること。 

（６）自動車検査証上の使用者が町内に事務所又は事業所を有すること。 

（７）町税を滞納していない事業者であること。 

（８）東浦町暴力団排除条例（平成 23年東浦町条例第 16号）第２条第１号に規定す

る暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員



と密接な関係を有していない事業者であること。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付対象となる経費は、購入した燃料電池自動車トラックの車両本

体価格とし、補助金の額は、燃料電池自動車トラック１台につき 30 万円を上限と

し、予算の範囲内において町長が定める額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、国、県、市町村その他団体が実施する補助金等の交付

を受ける場合にあっては、補助金の額は、補助対象経費から当該補助金等の合計額

を控除した額を超えない額とする。 

３ 補助金の交付は、同一年度において、補助対象事業者あたり１台限りとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、補助の

対象となる自動車（以下「補助対象自動車」という。）に係る新車登録の日の属する

年度の３月 31日（当該新車登録の日が３月１日から同月 31日までの場合にあって

は、その翌年度の４月 30日）までに東浦町燃料電池自動車導入費補助金交付申請書

兼実績報告書（様式第１。以下「交付申請書」という。）に別表に掲げる書類を添え

て、町長に提出するものとする。 

（交付の決定） 

第６条 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、

適当であると認めたときは、東浦町燃料電池自動車導入費補助金交付決定通知書（様

式第３）を、適当でないと認めたときは東浦町燃料電池自動車導入費不交付決定通

知書（様式第４）により申請者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第７条 前条の交付決定通知を受けた事業者（以下「交付決定事業者」という。）は、

補助金の交付を受けようとするときは、東浦町燃料電池自動車導入費補助金交付請

求書（様式第５）を町長に提出し、町長はこの請求に基づき補助金を交付するもの

とする。 

（補助金のリース料金への充当） 

第８条 交付決定事業者（自動車リース事業者に限る。）は、リース契約期間内におい

て、交付を受けた補助金を当該決定に係る補助対象自動車の納期ごとのリース料金

（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）に充当しなければならない。 

 （取得財産の処分） 

第９条 交付決定事業者は、補助対象自動車に係る新車登録の日から起算して４年（積

載量２トン以下のものにあっては３年）以内に当該補助対象自動車を処分しようと

するときは、あらかじめ財産処分届出書（様式第６）を提出するものとする。 

２ 交付決定事業者は、前項の規定による届出をしたときは、補助対象自動車に係る

新車登録の日から処分の日における経過年数に応じ、交付を受けた補助金の全部又

は一部を返還するものとする。 

 （交付決定の取消し） 



第 10条 町長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

交付決定を取り消し、東浦町燃料電池自動車導入費補助金取消通知書（様式第７）

により交付決定事業者に通知するものとする。 

（１）第３条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。 

（２）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（３）その他町長が不適当と認めたとき。 

（補助金の返還） 

第 11条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消す場合において、既に補助

金が支払われているときは、当該補助金の返還を請求するものとする。 

２ 前項の規定より返還請求を受けた者は、当該請求の日から起算して 30 日以内又

は当該請求の日の属する会計年度の３月末日のいずれか早い日までに補助金を返還

するものとする。 

 （調査） 

第 12条 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において交付決定事

業者及び借受人に対し調査等を行うことができる。 

２ 交付決定事業者及びリースを受ける事業者は、町長が前項の調査等を申し出た場

合は、これに協力するものとする。 

 （委任） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が定

める。 

   附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和 12年３月 31日限り、その効力を失う。ただし、第９条から第

11条までの規定については、なお効力を有する。 

  



別表（第５条関係） 

区分 添付書類 

購入 

 

（１）自動車検査証記録事項の写し 

（２）事業所証明書その他町内に事務所又は事業所を有するこ

とを確認できる書類 

（３）町税に未納の額（納期未到来額を除く。）が無いことを証

明する完納証明書 

（４）請求書その他購入した燃料電池自動車トラックの車両本

体価格が確認できる書類の写し 

（５）その他町長が必要と認める書類 

リース （１）自動車検査証記録事項の写し 

（２）申請者及びリースを受ける事業者の現在事項全部証明書

又は履歴事項全部証明書の写し 

（３）リースを受ける事業者が町税に未納の額（納期未到来額を

除く。）が無いことを証明する完納証明書 

（４）請求書その他購入した燃料電池自動車トラックの車両本

体価格が確認できる書類の写し 

（５）リース契約書の写し及び納期ごとのリース料金が確認で

きる書類（補助金相当額の値下げが反映された定額リース

料金が分かる書類であること。） 

（６）リース車両明細書（様式第２） 

（７）その他町長が必要と認める書類 

 

 

 

  



様式第１（第５条関係） 

 

東浦町燃料電池自動車導入費補助金交付申請書兼実績報告書 

 

年  月  日 

東浦町長 

    

（申請者） 

所 在 地 
郵便番号 

名   称   

代表者氏名  

電話番号  

 

 

次のとおり東浦町燃料電池自動車導入費補助金の交付を申請します。また、この申

請に係る審査のため町長が私の自動車検査証記録事項の記載事項及び燃料電池自動車

の使用の実態等に関する調査を行うことに同意します。 

所 有 方 法 
□  購入  

□  リース契約 （   年） 

自 動 車 検 査 証 記 録 事 項 

交 付 年 月 日 
年   月   日 

自 動 車 登 録 番 号 

車 両 番 号 ・ 標 識 番 号 
 

補 助 金 交 付 申 請 額              円 

貸与先 （所有方法が購入の場合は記入不要） 

契 約 者 

所 在 地 東浦町 

名 称 及 び 

代 表 者 氏 名 
 

 

  



様式第２（第５条関係） 

 

リース車両明細書 

 

  年  月  日 

 

所 在 地 
郵便番号 

名   称   

代表者氏名  

電話番号  

 

東浦町事業用燃料電池自動車トラック導入費補助金交付要綱に係る添付書類につい

て、以下の内容に相違ありません。 

１ 貸与先情報 

所 在 地  

名 称 及 び 

代 表 者 名 
 

リ ー ス 契 約 期 間 

( 補 助 金 充 当 期 間 ) 
年  月  日 ～   年  月   日(  月) 

２ 車両情報 

車 両 名 称  

車 両 型 式 

車 両 重 量 
（     トン） 

３ 交付申請額 

車 両 本 体 価 格 ⓐ 

（ 補 助 対 象 経 費 ） 
                  円  （税抜） 

類似の 

補助金 

国の補助金ⓑ 補助額：       円（省庁名        ） 

国以外の補助金

ⓒ 
補助額：       円（団体名        ） 

補助対象経費－他団体 

からの補助金額の合計 

（ ⓐ - ⓑ - ⓒ ） 

                  円 



様式第３（第６条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

東 浦 町 長            

 

東浦町燃料電池自動車導入費補助金交付決定通知書 

  年  月  日付けで交付申請のありました東浦町燃料電池自動車導入

費補助金については、次のとおり決定しましたので、東浦町事業用燃料電池自動車ト

ラック導入費補助金交付要綱の規定に基づき、通知します。 

 

自 動 車 登 録 番 号 

又 は 車 両 番 号 

 

交 付 決 定 金 額      金    ,    円 

注意 

（１）交付申請を取り下げる場合は、速やかに町長に届け出てください。 

（２）補助事業の適正な実施のため、必要な範囲において町長が調査をすることが

あります。また、地方自治法第 199 条第７項の規定により、町の監査委員が補

助事業等に係る出納その他について監査することがあります。 

（３）補助対象自動車を新車登録の日から４年（積載量２トン以下のものにあって

は３年）以内に処分するときは、あらかじめ財産処分届出書（様式第６）を提

出してください。なお、補助金の全部又は一部の返還を求める場合があります。 

 

 

  



様式第４（第６条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

東 浦 町 長            

 

東浦町燃料電池自動車導入費補助金不交付決定通知書 

  年  月  日付けで交付申請のありました東浦町燃料電池自動車導入

費補助金については、次の理由で不交付としましたので、東浦町事業用燃料電池自動

車トラック導入費補助金交付要綱の規定に基づき、通知します。 

 

自 動 車 登 録 番 号 

又 は 車 両 番 号 

 

不 交 付 の 理 由 

 

 

  



様式第５（第７条関係） 

 

東浦町燃料電池自動車導入費補助金交付請求書 

 

年  月  日 

東浦町長 

          （交付決定者） 

所 在 地 
郵便番号 

名   称   

代表者氏名  

電話番号  

  

東浦町燃料電池自動車導入費補助金の交付を請求します。 

 

請 求 金 額                 円 

交付決定年月日及び文書番号 年   月   日   第   号 

 

 

  

受 
 
 
 

取 
 
 
 

人 
 振込先には次の口座を指定します。 

金融機関名 

銀 行        

信 用 金 庫       店 

農業協同組合        

預 金 種 別 
１ 普通 

２ 当座 
口座番号        

（フリガナ）  

口 座 名 義  



様式第６（第９条関係） 

財産処分届出書 
  年  月  日   

 東浦町長  

（申請者）  

所 在 地 
郵便番号 

名   称   

代表者氏名  

電話番号  

 

東浦町燃料電池自動車導入費補助金交付要綱の規定に基づき、下記のとおり財産を

処分したことを届け出ます。 

 

１ 交付年度              年度 

 

２ 交付決定番号               

 

３ 処分の方法 

  該当する項目を○で囲んでください。 

売 却 譲 渡 交 換 廃 棄 貸付け 担保 その他 

     

「その他」については具体的に記入してください。 

[                              ] 

 

５ 使用期間    年  月  日から  年  月  日まで 

 

６ 処分の理由 

 

  



様式第７（第 10条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

東浦町長            

 

東浦町燃料電池自動車導入費補助金取消通知書 

  年  月  日付けでした東浦町燃料電池自動車導入費補助金交付決定

については、下記の理由により取り消しましたので、東浦町次世代自動車購入費補助

金交付要綱の規定に基づき、通知します。 

記 

自 動 車 登 録 番 号 

又 は 車 両 番 号 
 

取 消 し の 理 由 

 

 

 


